
足寄町役場 建設課 上下水道室 ℡０１５６-２５-２１４１ （ 内線３５７ ）お問い合わせ

現在の各種水道料金は消費税（８％）を含ん

だ「内税方式」を採用しています。しかし、今後

行われる消費税率の改定に対応していくため、

令和元年１０月１日から消費税を含まない「外

税方式」に改定させていただきますので、皆様

のご理解・ご協力をお願いいたします。

足寄町役場 建設課 上下水道室 広報 第 １９ 号

いつものむ いつもの水に 日々感謝

上下水道料金がかわります

今回「外税方式」に改定させていただく事から料金計算

の方法が変わります。今後は基本料金と超過料金との

合計額に消費税分を加算した金額が毎月の使用料金と

なります。

算定例（家事用Ⅰ超過料金が無い場合）

基本料金 消費税 使用料金

上水道料金 １,９７２ 円＋１０％の消費税（１９７円） ＝ ２,１６９ 円
下水道料金 １,２４０ 円＋１０％の消費税（１２４円） ＝ １,３６４ 円
計 ＝ ３,５３３ 円
（１円未満の端数がある場合は、端数処理により、これを切り捨てます。）

外税方式への変更について 改定する料金の算定方法

改定後の上下水道料金早見表


